
開示決定等の状況

開示決定 部分開示決定 不開示決定 延長なし ４５日延長 特例規定適用

　総務課 2  1  1  0  2  0  0  

　行革デジタル対策室 1  1  0  0  0  1  0  

　企画政策課 11  11  0  0  11  0  0  

　税務住民課 1  0  0  1  0  1  0  

　福祉保健課・健康増進室 0  0  0  0  0  0  0  

　商工観光課 1  1  0  0  1  0  0  

　農林水産課・農業委員会 4  2  2  0  4  0  0  

　土木管理課 12  12  0  0  11  1  0  

　水道環境課 0  0  0  0  0  0  0  

　会計課 2  2  0  0  2  0  0  

　議会事務局 0  0  0  0  0  0  0  

　教育委員会・給食調理場 1  1  0  0  1  0  0  

合　　　　計 35  31  3  1  32  3  0  

（注）

課　　名

１　「開示決定等件数」は、開示決定等の決定通知の件数でカウントしている。このため、１件として受け付けたものであっても、決定の段階で複数に分割して

　決定している場合は、複数件として計上している。
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